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満３歳または満４歳で地域型保育事業や保育所を卒園した後も、引き続き 

お子さんの保育を希望する場合、保育所や認定こども園などの利用申込みを 
再度行う必要があります。 

申込みにあたっては、一般の利用申込みに加えて、現在、利用している 
地域型保育事業や保育所が連携施設（卒園した後の保育利用）を設定して 
いる場合は、優先枠への利用申込みができます。 

 
 

★優先枠への利用申込みのスケジュール  

優先枠の申込み先施設 受 付 期 間 

保育所 
認定こども園（２号） 

令和６年８月１日（木）から９月２日（月）まで 
 
※ お子さんに心身の発達の遅れ（集団保育が可能な程

度）がみられる等、特別な支援が必要な場合は、令
和６年８月１５日（木）までにお申込みください。
また、事前に連携施設を見学し、お早めに、お住ま
い の 区 の 区 役 所 民 生 子 ど も 課 ま た は 支 所 区 民 福 祉
課へご相談ください。 

幼稚園 
認定こども園（１号） 

各幼稚園・認定こども園によって異なります 
 

※ 希望される施設に、直接お問い合わせください。 

注：優先枠への利用申込みの結果、利用が決定した場合 は、原則として１０ 月中旬頃か

ら受付開始予定 の一般の利用申込みはで きません。 
  

○地域型保育事業をご利用されている保護者の方へ 
（小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業） 

 
○卒園年齢が満３歳又は満４歳の保育所を利用されている保護者の方へ 

（乳児専門保育所・準乳児専門保育所） 

連携施設 等 のご案内 
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★優先枠への利用申込みに関する注意事項  
○ 優先枠は、一般の利用申込みと別に、優先的に利用調整を受けることができ

る機会です。連携施設への利用決定を保障するものではありません。  
 

○ 現在利用している地域型保育事業や保育所が、卒園後の受け皿に関する連携
施設の協定を締結している施設の優先枠にのみ、申込むことができます。  

 
○ 優先枠の定員を超える申込みがあり、希望するすべてのお子さんが利用でき

ない場合は、利用調整が行われます。保育所や認定こども園（２号）の場合
は、区役所が保育の必要な事由に応じた優先順位の高いお子さんから利用者
を決定します。  
また、幼稚園や認定こども園（１号）の場合は、各施設で利用者を決定し ま
す。 

 

 

★その他 
○ 優先枠への利用申込みをせず、１０月頃から受付開始予定の「一般の利用申

込み」をすることも可能です。  

 

○ 地域型保育事業や乳児専門保育所、準乳児専門保育所を卒園後も引続き保育
の利用が必要な方が、保育所や認定こども園（２号）への利用申込みで利用
調整の対象となる場合は、一定の優先（調整指数による加点等）を行ってい
ます。  

  



3 

★連携施設の設定状況について  
連携施設の設定状況については、現在ご利用中の施設・事業所へ直接お尋ね

ください。また、本市公式ウェブサイトに掲載もしています。 
 

「連携施設（卒園後の受皿）の設定状況について」 

  
 

 

 

 

 

 

  
子ども・子育て支援新制度では、小規模保育事業等の「地域型保育事業」は保

育所、認定こども園、幼稚園と協定を締結して「連携施設」を設定することとさ
れています。 

連携施設は、地域型保育事業に対して①保育内容の支援、②代替保育の支援、
③卒園後の受け皿に関する支援、を行います。 
 なお、連携施設の設定には令和６年度末までの経過措置が設けられており、本
市の地域型保育事業では、順次連携施設の設定を行っています。 

また本市では、地域型保育事業だけでなく乳児専門保育所や準乳児専門保育所
にも連携施設の設定を推奨しています。 
 

  

連携施設とは 

 名古屋市 連携施設 検 索  
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利用申込みについては、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所
区民福祉課で受付けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

令和７年４月優先枠への利用申込み締切日 令和６年９月２日（月） 
※お子さんに心 身の発達の遅れ（集団保育が可能な程度 ）がみられる等、特別な支
援が必要な場合 の申込み締切日は、令和６年 8 月１5 日（木）です。また、申込み
前に連携施設を見学 し、お早めに、お住 まいの区の区役所民生子ども課または支所
区民福祉課へ ご相談ください 。  

優先枠の利用調整の結果、利用保留となった場合、10 月中旬頃から受付開始
予定の、一般の利用申込みをすることができます。 

令和７年４月一般の利用申込み締切り 令和６年１２月上旬  

※優先枠の 利用申込みをした場 合は、再度申込み をする必要はありま せんが、希望

施設を変更 する場合等は手続き が必要です。各区 役所または支所から の案内に従っ

て手続きをして ください。 

※一般の利用申 込みについての詳細は、 広報なごや 9 月号または 10 月号をご確 認

ください。  

優先枠への 
利用申込み 

利用保留の 

場合 

利用調整の 

実施 

利用決定の 

場合 

連 携 施 設を 設 定 し て い る地 域 型 保 育 事 業 や保 育

所を令和６年 8 月末時 点で利用している方で 、

令 和 ７ 年３ 月 末 に 卒 園 を迎 え る お 子 さ ん が対 象

です。 

地域型保育事業や保育所が設定し
ている優先枠の定員を超える申込
みがあった場合、利用調整を行い
ます。 
優先枠の利用調整の結果について
は、令和６年１０月上旬頃、区役
所より通知を送付する予定です。 

 

来 年 度 ４ 月 か ら 決 定 し た 保 育 所 等

を利用できます。 

１ 連携先が保育所・認定こども園（２号）の利用申込みの時期 

小規模保育事業を利用している

けど、優先枠は使えるのかな？ 
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① 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書 

② 保育所等利用申込みに係る申込児童等の状況確認票  

③ 家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類 （ Ｐ 7 参 照 ） 

④ その他の提出書類 

※ 利用申込みにつ いては、お住まいの区の 区役所民生子ども課また は支所区民福祉

課で受付けます 。 

※ 書類を提出する 際に優先枠への利用申込 みを希望する旨をお伝え ください。 

※ ①~③は、区役所民生 子ども課や支所区民福祉 課で配布してい ます。 

また、① ~③の一部は本市 公式ウェブサイトよりダ ウンロード可能です。 

※ 申込みの際 に用意できない場合は、区役所民生子ど も課または支所区民福祉 課の

指示に従い、後 日提出（または提示）し てください。 

※ 申込書の希望施 設・事業所欄には、保育 所や認定こども園（２号 ）のみ記入でき

ます。幼稚園や 認定こども園（１号）を 希望する場合は、各施設 へ直接お申込み

ください。 

 
＜マイナンバーの利用について＞ 

教育・保育給付認定にかかる申請については、マイナンバーの記載対象とな
ります。マイナンバーを記載される際は、本人確認として「①」または「②と
身分証明書」のいずれかの提示が必要です。 

① マイナンバーカード⇒その他の身分証明書の提出は不要です。  
② 通知カード（※）、マイナンバーが記載された住民票の写し 等 
※ 記 載 事 項（ 氏 名 、住 所 、生 年 月 日 、性 別 、マ イ ナ ン バ ー ）の 変 更 を 行 う べ き 事 由 が 発 生

し て お ら ず 、 記 載 事 項 に 変 更 が な い 場 合 に 限 る 。  

 ⇒以下の表のいずれかの身分証明書を合わせてご提示ください。 

②＋右記の 

いずれか１枚  

運転免許証、運 転経歴証明書、パスポー ト、身体障害者手帳、

精神障害者保健 福祉手帳、療育手帳（愛護手帳）、在留カード、

特別永住者証明 書 など 

②＋右記の 

いずれか２枚  

公的医療保険の 被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、

特別児童扶養手 当証書 など 

代理の 方（ 申請者 の配 偶者（例：申請 者が 父 で窓口 に手続 きに 来られる方が母 ）の場

合も該 当）が手続きする場合は、申請 書の委 任状欄 の記載 及び代理 人の身 元確認 書類

と申請 者の番 号確認書 類が必 要です 。  

２ 連携先が保育所・認定こども園（２号）の利用申込みに必要な書類  



7 

【 家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書類 】 
保護者それぞれ必要になります（ひとり親家庭の場合は 1 人分） 

保 育 の 必 要 な 事 由  必 要 書 類  

就 労 就労 証明書（※１）、内職証明書（※１）  のいずれか 

産 前 産 後 出産（予定）証 明書、母子健康手帳 （写し） のいずれか  

疾 病 等 
身体障害 者手帳 （写 し ）、愛護 手帳（ 写し ）、 精神障 害者保 健福 祉 手帳

（写し）、所定の診断書（※１） のいずれか 

親 族 介 護 介護 に関する申告（証明）書 （※１） 

災 害 復 旧 罹災 証明書 

求 職 活 動 求職 活動申立書（※１） 

就 学 

下記①、②のう ち、いずれか 

①就学証明書（ ※１） 

②在学証明書及び時間割表（カリキュラム表）又はタイムスケジュール申告書（※１

発 達 援 助 発達質問票（※ １）（※２）  

育 児 休 業 就労証明書（ ※１）（ 復 職 予 定 の 方 は 復 職（ 予 定 ）日 等 も 記 入 さ れ た も の ） 

（※１）の用紙は、区役所民生子ども課または支所区民福祉課にあります。また、
本市公式ウェブサイトよりダウンロード可能です。利用調整等の資料となります
ので、所定の様式を利用してください。 

（※２）については、保育の必要な事由が表に掲げるいずれの場合でも、お子さ
んに心身の発達に遅れがみられる等、特別な支援が必要な場合には提出が必要で
す。 
 

【その他の提出書類】 
申込みが優先枠の定員を超える場合は、利用調整を行います。利用調整や利用

者負担額（保育料）等の決定を行うにあたって、「家庭でお子さんの保育ができ
ない状況を確認できる書類」以外に、以下の書類等の提出が必要な場合がありま
す。  

○ 児童扶養手当受給者資格証またはひとり親医療証の写し 
 

○ ご家族の身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳、介護保険
証及び特別児童扶養手当証書の写し 
※就労等の状況に応じて、その他の書類の提出が必要な場合があります。 
 

○ 祖父母についての「家庭でお子さんの保育ができない状況を確認できる書
類」（６５歳未満の祖父母が同居している場合） 
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【記載例】 教育・保育給付認定申請書（２・３号認定用）兼保育利用申込書 
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【記載例】 就労証明（申告）書 

※本証明書は、保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成してください。 
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①  利用調整の概要 
優先枠の定員を超える申込みがあった場合には、「利用調整基準表」（12~14 ペ

ージ）に沿って利用調整を行い、以下のように利用者を決定します。 
保育の必要な事 由等から、９ランク（A～I ランク）の いずれかのランクを 

適用します。 

 

個別の事情をラ ンク調整や調整指数によ り反映します。 

・ひとり親家庭           ・ 産休や育休からの職場復 帰 

・きょうだいが 既に利用している        など 

 

ランクが高いお 子さんから利用者を決定 し、ランクが並んだ場合 は調整指 

数が高いお子さ んから順番に利用者を決 定します。 

②  利用調整に関する注意事項 
○ 利用調整は、希望施設を対象としま す。申込書の希望 施設・事業所欄には 、利用

している施設（事業所）が連携施設の協定を 締結している施設を記入 してくださ

い。利用している 施設（事業所）が複数の施設と連携の協定を締結して いる場合

は 、 複 数 の 施 設 を 申 込 書 の 希 望 施 設 ・ 事 業 所 欄 に 記 入 で き ま す 。  

※ 希 望 施 設 を 事 前 に 見 学 し 、 保 育 時 間 や 保 育 内 容 等 を ご 確 認 く だ さ い 。 

○ 希望施設 以外の調整を、「希望する」 場合調整の範囲 は、現在利用して いる施設

（事業所）が連 携施設の協定を締結して いる施設に限ります。 

○ 申込書の希望施 設・事業所欄には保育所 や認定こども園（２号）のみ 記入できま

す。幼稚園や認 定こども園（1 号）は記入で きません。 

○ お子さんに心身 の発達の遅れがみられる 等、特別な支 援が必要な場合は、保育の

必要な事由「そ の他」として利用調整を 行うことがあります。 

また、申込みが定員を超えて いない場合でも、施設の受入体制等の理 由によって

安全な集団保育 を受けることが困難であ ることにより、利用保留となる ことがあ

ります。 

○ 申込締切日まで にご提出いただいた資料 に基づき利用調整をしま す。 

申込みに必要な 書類（保育利 用申 込書、家 庭でお 子さん の保 育が できな い状況 を確

認でき る書類 ）は申込締切 日までにご提出ください（必着）。 

※なお、ご提出 が遅れた場合には本来の ランクや調整指数で利用 調整できないこ

ともありますの であらかじめご了承くだ さい。 

３ 連携先が保育所・認定こども園（２号）の利用調整について  
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○ 教育・保育給付認定や利用申込みの内容に変更がある場合は、手続きが必要

です。お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課にご相談く
ださい。  
 

○ 優先枠への利用申込みの結果、利用が決定した場合は、原則として１０月中
旬頃から受付開始予定の一般の利用申込みはできませんが、状況の変化等の
理由により、一般の利用申込みを希望する場合は、優先枠の利用決定を辞退
する必要があります。  
 

○ 優先枠の利用決定後に、幼稚園や認定こども園（１号）の利用が決定した場
合は、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課にお早めに
お知らせください。  

 
  

４ 連携先が保育所・認定こども園（２号）の利用申込みの注意点 
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（１）利用申込 みについて 

Ｑ 居住の区と は別の区の保育所等に利 用申込みをすることはで きますか？  

Ａ  で き ます 。利 用 申 込み につい て は 、 お住ま い の区 の区 役 所民生 子ども 課 ま た は支

所区民福祉課 で受付けます。保育 利用申込書には、別の区の施 設も含めた希望順で、

全ての希望施設 を記入してください。  

 

（２）提出書類 について 

Ｑ きょうだい で申込みする場合、書類 は人数分必要ですか？ 

Ａ き ょ うだ いで の 利 用申 込みの 場 合 に は、保 育 利用 申込 書 と 保育 所等利 用 申 込 に係

る申込 児 童等 の状 況 確 認票 はお子 さ ん の 人数分 必 要と なり ま す 。家 庭にお い て お子

さんの 保 育が でき な い 状況 を確認 す る 書 類や税 額 を確 認す る 書 類（ 就労証 明 書 や所

得証明書等）は 、１部で結構です。 

 

（３）利用調整 について 

Ｑ パートや派 遣形態での就労の場合、 ランクに影響はあります か？ 

Ａ 原則、雇用形態 は利用調整に影響しま せん。利用調整では、就労の日数や 時間等を

考慮します。ただし 、自営業専従者や内職等の 場合は、１ランク下げる取扱い として

います。 

Ｑ 利用調整上 、申込みが早い方が優先 されますか？ 

Ａ 利用調整は 利用調整基準表に基づい て行います。申請順は考 慮されません。 

Ｑ 複数の施設 に利用希望を出した場合 、どのように利用調整さ れますか？ 

また、第１希望 のみ希望した場合には優 先されますか？ 

Ａ 複 数 の希 望し た 施 設の 利用が 可 能 と なった 場 合に は、 利 用 可能 となっ た 施 設 の中

の最も 希 望順 位の 高 い 施設 で決定 し ま す 。また 希 望施 設の 多 少 によ る利用 調 整 の優

劣は一切ありま せん。 

 

（４）連携施設 の申込みについて 

Ｑ  3 歳児以降は連 携施設以外の保育所等の 利用を希望していますが、優先枠の利用

申込み手続きを とらない場合、一般の利 用申込みの調整に影響は ありますか？ 

Ａ 優 先 枠へ の 利用 申込 み は 、 卒 園 後の 保育 の 利 用が 円 滑に 進む よ う に設 け られ た 制

度で あ り 義務 で は あ りま せ ん 。優 先 枠 の 利 用 申 込 みの 有 無 に よる 利 用 調整 の 優 劣は

一切ありません 。 

  

5 保育所・認定こども園（2 号）の利用等に関する Q&A 
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お 住 まい の 区 の 区 役 所 保健 福 祉 セ ン タ ー 福祉 部 民 生 子 ど も 課ま た は 支 所 区 民
福祉課へお問合せください。 
 ★ 施 設 情 報 及び 利 用 案 内 ・ 様 式 の ダウ ン ロ ー ド な ど  

《 名 古 屋 市公 式 ウ ェ ブ サ イ ト 》  

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-14-4-1-0-0-0-0-0-0.html 
 

 

令和６年６月 作成：名 古屋市子ども 青少年局  保育部 保 育企画課  

区 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

千種区 〒 464-8644 千 種 区 星 が 丘 山 手 103 ７５３－１８４１ ７５１－３１２０ 

東区 〒 461-8640 東 区 筒 井 一 丁 目 7-74 ９３４－１１９２ ９３６－４３０３ 

北区 〒 462-8511 北 区 清 水 四 丁 目 17-1 ９１７－６５１8 ９１７－６５１２ 

 楠支所 〒 462-0012 北 区 楠 二 丁 目 974 ９０１－２２６４ ９０２－１８４３ 

西区 〒 451-8508 西 区 花 の 木 二 丁 目 18-1 ５２３－４５９１ ５２３－４６３０ 

 山田支所 〒 452-0815 西 区 八 筋 町 358-2 ５０１－４９７１ ５０３－３９８６ 

中村区 〒 453-8501 中村区松原町 1 丁目 23-1 ４３３－２９８５ ４３３－２０６８ 

中区 〒 460-8447 中 区 栄 四 丁 目 1-8 ２６５－２３１７ ２４１－６９８６ 

昭和区 〒 466-8585 昭 和 区 阿 由 知 通 3-19 ７３５－３９０２ ７３５－３９０９ 

瑞穂区 〒 467-8531 瑞 穂 区 瑞 穂 通 3-32 ８５２－９３９３ ８５２－９３７５ 

熱田区 〒 456-8501 熱 田 区 神 宮 三 丁 目 1-15 ６８３－９９１１ ６８２－０３４６ 

中川区 〒 454-8501 中 川 区 高 畑 一 丁 目 223 ３６３－４４１２ ３６３－４３０２ 

 富田支所 〒 454-0985 中 川 区 春 田 三 丁 目 215 ３０１－８３６１ ３０１－８６６１ 

港区 〒 455-8520 港 区 港 明 一 丁 目 12-20 ６５４－９７１２ ６５１－１１９０ 

 南陽支所 〒 455-0873 港 区 春 田 野 三 丁 目 1801 ３０１－８３４２ ３０１－８４１１ 

南区 〒 457-8508 南 区 前 浜 通 3-10 ８２３－９３９６ ８２３－９４２６ 

守山区 〒 463-8510 守 山 区 小 幡 一 丁 目 3-1 ７９６－４６０１ ７９６－４６２７ 

 志 段 味 支 所  〒 463-0003 守 山 区 下 志 段 味 一 丁 目 1401 ７３６－２１８７ ７３６－４６７０ 

緑区 〒 458-8585 緑 区 青 山 二 丁 目 15 ６２５－３９５１ ６２１－６８５８ 

 徳重支所 〒 458-0852 緑 区 元 徳 重 一 丁 目 401 ８７５－２２１３ ８７５－２２１５ 

名東区 〒 465-8508 名 東 区 上 社 二 丁 目 50 ７７８－３０９５ ７７４－２７８１ 

天白区 〒 468-8510 天 白 区 島 田 二 丁 目 201 ８０７－３８９３ ８０７－３８２９ 

6 保育所・認定こども園（２号）に関するお問合せ
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優先枠への利用申込みについては、幼稚園や認定こども園で受付け

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 連携先が幼稚園・認定こども園（１号）の利用申込みの時期 

令和７年４月優先枠への利用申込みの時期は施設ごとに定めています。 
※幼稚 園や認 定こども 園（１ 号）の優先 枠の利用申込みについ ては 、各施 設で申込み
の受付 、選 考、決 定を行っています。詳 細な スケジ ュール につ いて は幼稚 園や認 定こ
ども園 へ直接 お問合せ くださ い。  

優先枠の選考の結果、内定とならなかった場合、10 月中旬頃から受付開始
予定の、保育所・認定こども園（２号）を利用するための一般の利用申込みを
することができます。 

令和７年４月一般の利用申込み締切り 令和６年１２月上旬  

※保育所・認 定こども園（２号）の 一般の利用申込みについ ての詳細は、広報なご

や 9 月号または 10 月号をご確認く ださい。 

優先枠への 
利用申込み 

内定とならな

かった場合 

選考の実施 

内定と 

なった場合 

幼稚園や認定 こども園（1 号）を連携施設 と し

ている場合、申込みが 可能です。申込時期な ど

は施設に直接 お問い合 わせください 。  

地域型保 育事業や 保育所が 設定
している 優先枠の 定員を超 える
申込みが あった場 合、選考 を行
います。 
選考の結 果につい ては、各 施設
から連絡 がありま す。決定 時期
は、各施設にご確認ください。 

 

来 年 度 ４ 月 か ら 内 定 し た 幼 稚 園 等

を利用できます。 

幼稚園や認定こども園（１

号）は利用できるのかな？ 
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  施設により手続きの方法や時期、必要となる書類等が異なります。詳細に
ついては、直接施設へご確認ください。 

 

 

 

 

Ｑ 市外の幼稚園と連携している場合でも申込みは可能ですか？   
Ａ 連携施設として設定されている市外の幼稚園や認定こども園（１号）にも、

申込みは可能です。詳細については、直接施設にご確認ください。 
 

Ｑ 幼稚園・認定こども園（１号）で内定しましたが、その後の手続きはどうな
りますか？   

Ａ 幼稚園や認定こども園（１号）の利用にあたっては、施設等利用給付認定や
教育・保育給付認定 1 号の認定を受ける必要があります。認定の申請は、施設
を通じて行ってください。 

 
Ｑ 連携している幼稚園だと預かってくれる時間が短いのではないですか？   
Ａ  幼 稚園 や認 定 こども 園で は、 教 育時間 の前 後や ⾧ 期休暇 中も 受入 れ を行っ

ている場合があります。 
また、その際の利用料については、「保育の必要性」の認定を受けることで、

幼児教育・保育の無償化の対象となります。認定の申請は、施設を通じて行っ
てください。 

 

 

 

 

施設へ直接お問合せください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 連携先が幼稚園・認定こども園（１号）の利用申込みについて 

9 幼稚園・認定こども園（１号）の利用等に関する Q&A 

10 幼稚園・認定こども園（１号）の利用に関するお問合せ先 


